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１ 鳥獣被害防止柵を復旧（再整備）したい

鳥獣被害防止柵が浸水や土砂流入等により破損し使用できなくなった場合，

復旧に必要な経費の一部について，支援を受けることができる場合があります。

【事業概要】

【施設の上限単価】

※消費税を除く

【留意事項】

＊事業の要望については，まずはお住まいの市町の鳥獣被害対策部署へお問

い合わせください。

補助事業制度 鳥獣被害防止総合対策交付金等

問 合 せ 先 市町

１

獣種等 柵の種類 直営施行(円/ｍ) 左記以外(円/ｍ)

獣種共通
電気柵（一段当たり） 124 324

ネット柵 960 2,380

イノシシ
金網柵 1,480 3,910

ワイヤーメッシュ柵 960 2,380

シカ（イノシシ用
を兼ねる）

金網柵 2,150 5,430

ワイヤーメッシュ柵 1,430 3,570

１ 事業名 鳥獣被害防止総合対策交付金

２ 対象 受益戸数が３戸以上のワイヤーメッシュ柵等

３ 補助率
・直営施行の場合は対象資材費の定額（上限単価あり）
・上記以外の場合は1/2以内（上限単価あり）



２ 農業経営の再開に向けて，専門家に相談したい

被災農業者が農業経営の再開に向けた中小企業診断士，税理士，社会保険労

務士等の専門家による個別相談を受けることができます。

【事業概要】

補助事業制度 農業経営者サポート事業

問 合 せ 先 （一財）広島県森林整備・農業振興財団，県農業経営発展課

２

支援の内容 対象者 費用 相談先

・専門家による経営再開に
向けた個別相談

被災農業者 無料
農業経営者サポートセンター
（（一財）広島県森林整備・
農業振興財団）



３ 農業次世代人材投資資金を利用されている皆様へ

被災農業者等が農業次世代人材投資資金を受給されている場合，次のとおり
対応します。

１ 被災により農作業ができない場合，経営継続に向けた復旧作業について，研修実施日数や農業

生産等の従事日数に加算することができます。

２ 被災地に就農予定の準備型の受給者は，就農を遅らせることができます。

３ 上記１～２に必要な書類の提出先は次のとおりです。書類の準備や作成についても相談して

ください。

補助事業制度 農業次世代人材投資事業

問 合 せ 先 市町，県就農支援課

３

事業種別 加算可能な作業（加算できる日数） 提出が必要な書類

準備型
指導員立会いの下で実施する研修先の復旧作業研修
（復旧作業研修を行った日数）

研修状況報告

経営開始型
自らの営農継続に向けた復旧作業に従事
（復旧従事日数を農業生産等の従事日数として加算）

就農状況報告

事業種別 通常の就農開始時期 遅らせた場合の就農開始時期 提出が必要な書類

準備型 研修終了後１年が経過するまで 研修終了後２年が経過するまで 就農遅延報告

事業種別 書類の提出先

準備型 県就農支援課，県農林水産事務所（事業所）

経営開始型 市町



４ 農地中間管理事業を利用している借受者の皆様へ

被災農業者等が農地中間管理事業を利用して農地を借りている場合で，借受

農地が被災し，収益が賃借料より少なくなった場合，賃借料を減額できます。

補助事業制度 －

問 合 せ 先 広島県農地中間管理機構，県就農支援課
（（一財）広島県森林整備・農業振興財団）

４

項目 減額単位 必要な書類 減額の相談先・申請先

令和元年分の農
地の賃借料

農地１筆ごと

・賃借の減額申請書
・被災状況等の根拠資料（市町

等に提出した被災資料等の写
しなど）など

広島県農地中間管理機構
（（一財）広島県森林整備・

農業振興財団）



組織名 電話番号 関連支援策

本庁

農林水産局 農林水産総務課 082-513-3522

〃 就農支援課 082-513-3531 ３，４

〃 農業経営発展課 082-513-3594 ２

申請等受付中の支援策の広島県問合せ窓口一覧

５



組織名 電話番号 関連支援策

（一財）広島県森林整備・農林振興財団
（広島県農地中間管理機構）

082-541-5188 ２，４

６

申請等受付中の支援策の関係団体問合せ窓口一覧



平成３０年７月豪雨にかかる次の復旧支援策は，申請受付等を終了しました。

目的 支援策名

農地やため池に堆積した土砂や流木を取り除きたい 農地・農業用施設災害復旧事業

農地や農道，水路，ため池等を復旧したい 農地・農業用施設災害復旧事業
多面的機能支払交付金
中山間地域等直接支払交付金

ため池に異常がある場合どうすればよいか ー

農業用機械や施設，農作物の損失補償を受けたい 農業共済

農業用ハウス，畜舎，果樹棚及び農業用機械等の修
繕や再整備をしたい

平成３０年被災農業者向け経営体育成支
援事業

被災を機に作物転換やy規模拡大を図るために農業
用ハウスや農業用機械等を導入したい

平成３０年梅雨期豪雨対応産地緊急支援
事業

営農再開に必要な農業資材を購入したい，農業用機
械を借りたい

平成３０年梅雨期豪雨対応産地緊急支援
事業

共同利用施設等を復旧したい（農林水産業共同利用
施設災害復旧事業）

農林水産業共同利用施設災害復旧事業

共同利用施設等を復旧したい（平成３０年７月豪雨
被災施設整備等対策（強い農業づくり交付金））

平成３０年７月豪雨被災施設整備等対策
（強い農業づくり交付金）

共同利用施設等を復旧したい（平成３０年梅雨期豪
雨対応産地緊急支援事業）

平成３０年梅雨期豪雨対応産地緊急支援
事業

樹園地・樹を復旧したい 果樹経営支援対策事業

災害により果樹栽培に余分な労力がかかる 果樹経営支援対策事業

果樹園の防除作業を委託したい 平成３０年梅雨期豪雨対応産地緊急支援
事業

かん水施設，モノレール又は園内道等を復旧したい 果樹経営支援対策事業

農業の経営の再建及び維持安定を図るため低利な資
金を借りたい

広島県農業制度資金（農業近代化資金，
農業振興資金），農林漁業セーフティ
ネット資金，経営体育成強化資金

復旧するまで働きたい，あるいは従業員を確保した
い方の技術習得のための研修実施を支援します

被災者向け農の雇用事業，農の雇用事業
（次世代経営者育成派遣研修タイプ）

農地中間管理事業で借り受けている農地の賃借料の
支払猶予ができます

—

７

（参考）申請等受付を終了した復旧支援策一覧



目的 支援策名

畜舎（酪農関係）の修繕や再整備をしたい 酪農経営支援総合対策事業

畜舎（肉用牛関係）の修繕や再整備をしたい 肉用牛経営安定対策補完事業

畜舎（養豚関係）の修繕や再整備をしたい 養豚経営安定対策補完事業

死亡した家畜や廃用した家畜に代わる家畜導入
を行いたい

（酪農）酪農経営支援総合対策事業
（肉用牛）肉用牛経営安定対策補完事業
（養豚）養豚経営安定対策補完事業

牛マルキン，豚マルキンの特例措置（生産者負
担金免除等）を受けたい

（肉用牛）肉用牛肥育経営安定特別対策事業
（養豚）養豚経営安定対策事業

自給飼料（飼料作物）の被害を軽減してほしい 粗飼料確保緊急対策事業

被災による乳房炎を防止するため，搾乳機器の
点検・補修等をしたい。

酪農経営支援総合対策事業

８

（参考）申請等受付を終了した復旧支援策一覧

平成３０年７月豪雨にかかる次の復旧支援策は，申請受付等を終了しました。


